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　平成23年5月～10月の期間中に町内の各体育施設の
定期利用を予定しているサークル・団体は、使用団体登
録票を提出してください。
※平成22年度使用団体には個別にお知らせしています。
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�総合体育館アリーナ　�羽幌中学校体育館
�スポーツ公園　　　　�南町グラウンド
�テニスコート　　　　�武道館　 

�����4月8日（金）
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　（総合体育館アリーナ） 総合体育館 � 62-6030
　（その他の施設） 社会教育課体育振興係 � 62-5880

　町では、生活排水による水質汚濁防止や生活環境保
全を目的に、公共下水道区域以外で合併処理浄化槽を
設置する方に対し、その工事費の一部を補助していま
す。ぜひ、ご活用ください。
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　台所や洗濯、風呂などから出る生活雑排水をし尿と
　あわせて処理する浄化槽のこと
������

　天売・焼尻・築別・曙・朝日の一部・寿町の一部・
　中央・平・上羽幌・高台・汐見地区
�����

　個人の専用住宅で対象人員10人槽以下の合併処理浄
　化槽を設置する方
�����

※申請方法など詳しくはお問い合わせください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線105)
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411,000円352,000円5人槽

514,000円441,000円6～7人槽

686,000円588,000円8～10人槽
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　町民課町民生活係 � 62-1211(内線111)

��������	
�����

　町では、お風呂の無いご家庭に「いきいき交流セン
ター（はぼろ温泉サンセットプラザ）｣の入浴割引券を
お渡ししています。対象者や申請に必要な書類などは
次のとおりですので、忘れずに申請してください。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂が無
い方(間借り・アパート・借家を含みます)
��������

・健康保険証などの身分を証明できるもの
・印鑑(シャチハタ印は使えません)
���　役場1階 総合窓口
������　平成23年3月22日（火）から
��������

・大人(中学生以上)　�����※割引額 130円�

・小人(小学生以下)　 �����※割引額 210円�
※乳幼児(3歳以下)は無料です。
����　平成23年4月1日～平成24年3月31日
���

・割引券は本人以外使用できません。
・お風呂が故障して使えない場合は対象となりません。
・確認のため、職員がお住まいに伺う場合があります。
・4月を過ぎて申込みをされた場合は、過ぎた月分の
枚数を差し引いてお渡しします。
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住民の健康を増進する場として町が「はぼろ温泉サン
セットプラザ」内に設置している公の施設です。
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 ※3月27日は日曜日のため ��������に開設します
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　北海道では、障がいのある方の経済的な援助として
次の手当を支給しています。支給月などそれぞれの手
当について詳しくはお問い合わせください、
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　著しい重度の障がいがあるため、日常生活において
常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給
�������

　著しい重度の障がいがあるため、日常生活において
常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給
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　中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育し
ている父母などに支給�
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)
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26,440円特別障害者手当

14,380円障害児福祉手当

50,750円特別児童扶養手当・1級

33,800円特別児童扶養手当・2級
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　羽幌警察署並びに消防署から2月における各件数な
どのお知らせです。
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　全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部の健康保
険料率が、3月分（４月納付分）より次のとおり変わりま
す。協会けんぽの財政状況は、累積赤字を抱えるなか
毎年続く医療費の増加と厳しい経済状況を反映して保
険料収入の基礎となる賃金水準が落ち込んでいること
などから、非常に厳しい状況となっています。
　北海道支部では、加入者ひとり当たりの医療費が高
いことから保険料率も全国一であり、みなさんの健康
づくりが重要です。詳しくはお問い合わせください。

　　　　　　　  　(現行）　　  　 ������

�������9.42％　
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※協会けんぽホームページもご覧ください。
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　全国健康保険協会北海道支部 � 011-726-0352
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　春休みから新学期にかけては、卒業や進学、進級に
伴う生活環境の変化から、子どもが期待と不安で心身
共に揺れ動く時期です。不良行為や万引きなどの非行
を犯したり、福祉犯等の被害に遭うケースも少なくあ
りません。地域社会が子どもに無関心になることなく、
子どもが非行を犯さない環境作りに努めましょう。
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�親子の会話や家族団らんを心がけ、子どもが家にい
て安らぐことができる家庭をつくりましょう。 
�������	
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�犯罪被害に遭わないために、子どもの携帯電話には
有害サイトへのアクセスを制限できるフィルタリング
を設定しましょう。
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　子どもの非行や犯罪被害等で悩みや困っていること
があったら「少年相談110番」をご利用ください。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　　　1件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　　62件)(　　　20件救 急 出 動

　　64人)(　　　21人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

9,954千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者

　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校
などの各種学校や、外国の高校、大学等に入学または
在学するお子さんをお持ちのご家庭を対象とした公的
な融資制度です。ぜひ、ご活用ください。

����　学生または生徒１人につき、3００万円以内
����　2.45％（平成２2年１2月9日現在）
����　15年以内
����　入学金、授業料、教科書代、アパート等の敷
　　　　　金・家賃など

※お申込に関するご相談は、「国の教育ローン」コール
センター [� 0570-008656（ナビダイヤル）または� 03-
5321-8656]までお問い合わせください。
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　日本政策金融公庫旭川支店 � 0166-23-5241
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　中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化、
高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な
地域が多いことから農地などへの管理が行き届かず、
耕作放棄地の増加など機能の低下が懸念されています。
　この制度は、担い手の育成など農業生産活動の維持
を通じて、中山間地域等における
耕作放棄の発生を防止し、地域農
家を支援するものです。
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・農地、法面、水路、農道の適正管理
・農地と一体となった周辺の管理
・農業生産の効率化及び土地生産性の向上を目的とし
た活動推進
・担い手団体への支援
・学校教育機関と連携した自然生態系の実施
・農用地等保全体制整備
　このほか「小学過程での農業知識向上、体験的農業
学習を通じた地域住民交流」を目的とする協定を締結
しています。

　平成21年度の対象面積は昨年度と変わらず約921ha、
農家数等は減少し、151件(うち生産組合2件、その他2
件）で、交付金総額は79,433千円余りとなっています。
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　農林水産課農政係 � 62-1211(内線342)
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　商工観光課観光振興係 � 62-1211(内線361・364)
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　次のとおり公園作業員（商工観光課臨時職員）を募集
します。希望される方は次によりご応募ください。
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�����４名
����　施設・設備の維持管理
����

・羽幌町に居住し、通勤可能な方（在住予定者含む）
・普通自動車免許を有する方
・刈払機の取扱い経験がある方
����　午前8:45～午後5:30（休憩1時間）
����　平成23年5月2日～平成23年10月31日
※土曜・日曜・祝日を除きます。
��　日額 7,000円
����社会保険、雇用保険、非常勤公務災害に加入
�������　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項
　を記入し、期限までに役場商工観光課まで持参して
　ください。なお、随時面接を行いますので応募受付
　は平日の午前9:00～午後5:00とします。※郵送不可
�����平成23年3月31日(木) 正午まで
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　羽幌町在住の60歳以上の方のための大学です。生き
がいのある充実した生活をつくるための学習と交流の
場で、年に一度、作品展も開催しま
す。あなたもいちい大学に入学し
て活動してみませんか。

���町内の60歳以上の方
����無料（ただし、学生自治会費など若干必要です)
�����3月31日(木)まで
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880



　保健師と栄養士による健康相談です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　4月26日(火)
��　ストレッチ・歌謡ビクス
��　動きやすい服装でお越しください。
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　羽幌町には法務大臣から委嘱された3人の人権擁護
委員がいます。人権擁護委員は、いつでも地域住民か
らの相談に応じています。相談は無料で難しい手続き
もありません。身近に起こっている問題について安心
してご相談ください。内容の秘密は堅く守られます。
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　これまで人権擁護委員としてご尽力いただいた坂本
ちゑ子さんが、任期満了により退任され、新たに米山
しげみさんが委嘱されました。よろしくお願いします。
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。
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　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���4月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

�����

�������	
　
　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211
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　社会福祉協議会では、住民のみなさんの心配ごとへ
の対応として、心配ごと相談所を毎月1回開催していま
す。どうぞお気軽にご利用ください。

��　4月21日(木)　午後1:30～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　道立羽幌病院については、土・日曜日及び祝日を含め
救急診療に対応しています。

������　加藤病院(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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���������木曜日の診療時間は、午前9:00から午後5:00です。（完全予約制）
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���������������北海道立羽幌病院 � 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  6日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ11日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ14日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル20日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ25日(月)

健康センター午前9：30～苺くらぶ28日(木)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程をお知らせ
します。
　また、毎週火・金曜日の9時30分からは、0歳から6歳
までの幼稚園・保育園に未入園のお子さんとその保護
者を対象に「うさこちゃん あそびの広場」を開催して
います。会場はすこやか健康センターです。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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※乳幼児健診の日程は調整中です。決まり次第、対象
者に直接通知します。

　移動献血車が巡回します。場所と時間は次のとおり
ですので、みなさんのご協力をお願いします。献血
カードをお持ちの方は必ずご持
参ください。
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　福祉課社会福祉係　� 62-1211(内線123)
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�旧NTT羽幌営業所前　　　　　午前9:00～午前10:20

�留萌信用金庫羽幌支店駐車場　午前10:40～正午

�川北老人福祉センター前　　　午後1:15～午後2:30

�羽幌町役場前　　　　　　　　午後2:50～午後4:30
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�北海道銀行羽幌支店前　　　　午前9:00～午前10:20

�北るもい漁業協同組合前　　　午前10:40～正午

�すこやか健康センター前　　　午後1:15～午後2:30

�道立羽幌病院駐車場　　　　　午後2:50～午後4:30

　行政についてわからないことなどがあれば、お気軽
にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　4月12日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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